
遺留分

請求するかしないかは各相続人の自由であり、故人の意

思を尊重して、請求しない人もいます。

しかし、争いの元になりかねないため、遺言書を作成す

るときや生前に贈与をするときには、この遺留分に配慮す

ることをお勧めします。

相続土地国庫帰属制度

相続または遺贈により土地の所有権を取得した方が、一定

の要件を満たせば、10年分の土地管理費に相当する額の負担

金を国に納付した場合に、その所有権を国庫に帰属させるこ

とができます。

詳細は法務省のウェブサイトをご参照ください。

配偶者居住権ってどんな制度？

これによって、配偶者が

相続開始時に被相続人所有

の建物に居住していた場合

に、遺産分割協議や遺言書

の記載に基づき配偶者居住

権を取得すれば、終身また

は一定期間、その建物に無

償で居住することができる

ようになりました。

この権利を第三者に対抗

（主張）するためには、登

記が必要です。

詳細はこちら

遺留分とは、亡くなった方（被相続人）が遺言書によって無償で遺産を譲

渡したときや、亡くなる前の一定の期間内に贈与をしていたときに、相続人

が一定の割合の財産に相当する金銭の支払いを請求をすることができる権利

のことです。

夫の遺産を妻と子で分割する際のイメージ

不動産 
2,000万円

預貯金 
2,000万円

夫の遺産

2020年４月の民法改正により、配偶者居住権が創設されました。
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